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第４節  学   位  

○愛知淑徳大学学位規程 

第 1 章  総則  

（ 趣旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程は 、 学位 規 則 （ 昭 和２ ８ 年文 部 省 令 第 ９号 ） 第１ ３ 条 の 規 定に 基 づ

き 、愛 知淑 徳 大 学 学 則（ 以 下「 学 則 」とい う 。）及 び愛 知 淑 徳 大 学 大学 院 学 則（ 以 下

「 大学 院 学 則 」とい う 。）に定 め る も の のほ か 、愛知 淑 徳 大 学（以 下「 本学 」と い う 。）

が 授与 す る 学 位 に関 し て必 要 な 事 項 を定 め るも の と す る 。  

（ 学位 の 種 類 ）  

第 ２ 条  本 学 が 授与 す る学 位 は 、 学 士、 修 士及 び 博 士 と する 。  

（ 学位 授 与 の 要 件）  

第 ３ 条  学 士 の 学位 は 、学 則 第 ４ ７ 条の 規 定に よ り 、 本 学の 卒 業を 認 定 さ れ た者 に 授

与 する 。  

２  修 士 の 学 位 は、 大 学院 学 則 第 ３ ８条 の 規定 に よ り 、 本学 大 学院 の 博 士 前 期課 程 又

は 修士 課 程 を 修 了し た 者に 授 与 す る 。  

３  博 士 の 学 位 は、 大 学院 学 則 第 ３ ９条 の 規定 に よ り 、 本学 大 学院 の 博 士 後 期課 程 を

修 了し た 者 に 授 与す る 。  

４  前 項 に 定 め るも の のほ か 、 博 士 の学 位 は、 大 学 院 学 則第 ４ ０条 第 ２ 項 の 規定 に よ

り 本学 大 学 院 に 学位 論 文を 提 出 し て 、そ の 論文 の 審 査 及 び試 験 に合 格 し 、 か つ、 博

士 課程 を 修 了 し た者 と 同等 以 上 の 学 力が あ ると 認 め ら れ た者 に 対し て も 授 与 する こ

と がで き る 。    

第 ３ 条 の ２  前条に 掲 げる 各 学 位 の 授与 は 、各 年 度 の 前 期末 と 後期 末 の あ ら かじ め 定

め られ た 日 に 行 う。  



第２編 大学  (愛知淑徳大学学位規程) 

 

 

（ 学位 に 付 記 す る専 攻 分野 の 名 称 等 ）  

第 ４ 条  学 士 の 学位 に 付記 す る 専 攻 分野 の 名称 は 、 次 の とお り とす る 。  

 

２  修 士 又 は 博 士の 学 位に 付 記 す る 専攻 分 野の 名 称 は 、 次の と おり と す る 。  

研 究科 及 び 専 攻 名  専 攻分 野 の 名 称  

文 化創 造 研 究 科  文 化創 造 専 攻  

文 学  

図 書館 情 報 学  

学 術  

教 育学 研 究 科  発 達教 育 専 攻  教 育学  

心 理医 療 科 学 研 究科  心 理医 療 科 学 専 攻  

心 理学  

社 会福 祉 学  

言 語聴 覚 学  

視 覚科 学  

健 康科 学  

健 康栄 養 科 学 研 究科  健 康栄 養 科 学 専 攻  健 康栄 養 科 学  

グ ロ ー バ ル カ ル チ ャ

ー・コ ミ ュ ニ ケー シ ョ ン

研 究科  

グ ロー バ ル カ ル チャ ー ・コ ミ ュ ニ

ケ ーシ ョ ン 専 攻  
学 術  

ビ ジネ ス 研 究 科  ビ ジネ ス 専 攻  学 術  

 

（ 学位 記 ）  

第 ５ 条  学 士 の 学位 に 係る 学 位 記 は 、別 記 様式 第 １ の と おり と する 。  

２  修 士 の 学 位 に係 る 学位 記 は 、 別 記様 式 第２ の と お り とす る 。  

３  第 ３ 条 第 ３ 項に 規 定す る 博 士（ 以 下「 課 程博 士 」とい う 。）に 係る 学 位 記 は、別 記

様 式第 ３ の と お りと す る。  

４  第 ３ 条 第 ４ 項に 規 定す る 博 士（ 以 下「 論 文博 士 」とい う 。）に 係る 学 位 記 は、別 記

学 部名  専 攻分 野 の 名 称  

文 学部  文 学  

人 間情 報 学 部  人 間情 報  

心 理学 部  心 理学  

創 造表 現 学 部  学 術  

健 康医 療 科 学 部  健 康医 療 科 学  

食 健康 科 学 部  食 健康 科 学  

福 祉貢 献 学 部  福 祉貢 献  

交 流文 化 学 部  交 流文 化  

ビ ジネ ス 学 部  ビ ジネ ス  

グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン 学 部  グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン  
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様 式第 ４ の と お りと す る。  

（ 学位 の 名 称 ）  

第 ６ 条  本 学 か ら学 位 を授 与 さ れ た 者は 、 学位 の 名 称 を 用い る 場合 に は 、 当 該学 位 に

本 学の 名 称 を 付 記す る もの と す る 。  

 

第 ２ 章  学 位 の 授与 申 請  

（ 修士 の 学 位 授 与申 請 ）  

第 ７ 条  修 士 の 学位 授 与を 申 請 す る 者（ 大 学院 学 則 第 ３ ８条 第 ２項 の 規 定 に より 、 所

定 以上 の 単 位 の 修得 を もっ て 学 位 論 文の 審 査に 代 え る 者 を除 く 。）は、学 位 論 文 及 び

学 位論 文 要 旨 各 ３部 を 、研 究 科 の 定 める 所 定の 期 日 （ 博 士前 期 課程 又 は 修 士 課程 修

了 予定 年 度 末 の ２月 以 上前 の 日 と す る。）ま でに 、研 究 科 長 を経 て 学長 に 提 出 し なけ

れ ばな ら な い 。  

２  学 位 論 文 は 、研 究 科の 定 め る と ころ に より 特 定 の 研 究課 題 につ い て の 成 果を も っ

て 代え る こ と が でき る 。  

３  学 位 論 文 は 1 編 と する 。 た だ し 、参 考 論文 を 添 付 す るこ と がで き る 。  

４  提 出 し た 学 位論 文 は、 返 還 し な い。  

５  大 学 院 学 則 第３ ８ 条第 ２ 項 の 規 定に よ り、 所 定 以 上 の単 位 の修 得 を も っ て学 位 論

文 の審 査 に 代 え る者 は 、研 究 科 の 定 める 要 件を 所 定 の 期 日ま で に修 了 し な け れば な

ら ない 。  

（ 課程 博 士 の 学 位授 与 申請 ）  

第 ８ 条  本 学 大 学院 博 士後 期 課 程 に 所定 の 期間 在 学 し 、 所定 の 単位 を 修 得 し 、か つ 、

必 要な 研 究 指 導 を受 け た者 は 、 博 士 の学 位 授与 申 請 を す るこ と がで き る 。 学 位授 与

を 申請 す る 者 は 、学 位 授与 申 請 書 （ 別記 様 式第 ５ ） 及 び 学位 論 文（ 正 本 １ 部 及び 副

本 ２部 ） を 、 研 究科 の 定め る 所 定 の 期日 ま でに 、 研 究 科 長を 経 て学 長 に 提 出 しな け

れ ばな ら な い 。 この 場 合に お い て 、 研究 科 は、 前 段 に 定 める 書 類の 他 に 必 要 とす る

書 類等 の 提 出 を 求め る こと が で き る 。  

２  学 位 論 文 は １編 と する 。 た だ し 、参 考 論文 を 添 付 す るこ と がで き る 。  

３  提 出 し た 学 位論 文 は返 還 し な い 。  

（ 論文 博 士 の 学 位授 与 申請 ）  

第 ９ 条  論 文 博 士の 学 位授 与 を 申 請 する 者 は、 学 位 授 与 申請 書 （別 記 様 式 第 ６） 及 び

学 位論 文 （ 正 本 １部 及 び副 本 ２ 部 ） に学 位 審査 料 を 添 え て、 申 請す る 学 位 の 専攻 分

野 に係 る 研 究 科 の長 を 経て 学 長 に 提 出し な けれ ば な ら な い。 こ の場 合 に お い て、 研
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究 科は 、 前 段 に 定め る 書類 の 他 に 必 要と す る書 類 等 の 提 出を 求 める こ と が で きる 。  

２  学 位 論 文 は １編 と する 。 た だ し 、参 考 論文 を 添 付 す るこ と がで き る 。  

３  提 出 し た 学 位論 文 は返 還 し な い 。  

（ 学位 授 与 申 請 の受 理 及び 審 査 の 付 託）  

第 １ ０ 条  前 ４ 条の 規 定に よ る 修 士 又は 博 士の 学 位 授 与 申請 が 提出 さ れ た と きは 、 学

長 は、 研 究 科 長 を経 て 研究 科 委 員 会 に付 議 し、 そ の 受 理 又は 不 受理 を 決 定 す る。  

２  前 項 の 規 定 によ り 学位 授 与 申 請 を受 理 した 場 合 は 、 学長 は 、研 究 科 長 を 経て 研 究

科 委員 会 に そ の 審査 を 付託 す る 。  

 

第 ３ 章  学 位 の 審査  

（ 学位 審 査 委 員 会の 設 置等 ）  

第 １ １ 条  前 条 の規 定 によ り 学 位 授 与に つ いて 審 査 を 付 託さ れ た研 究 科 委 員 会は 、 学

位 審査 委 員 会 を 設置 し 、そ の 審 査 を 行わ せ る。  

（ 学位 審 査 委 員 会等 の 構成 ）  

第 １ ２ 条  学 位 審査 委 員会 は 、 学 位 論文 の 内容 に 関 連 す る当 該 研究 科 の 教 員 ３人 以 上

（ 修士 又 は 課 程 博士 に 関す る 審 査 に つい て は、 当 該 学 位 申請 者 を担 当 す る 研 究指 導

教 員を 含 む 。） の審 査 委 員に よ り 構 成 する も のと す る 。  

２  前 項 の 規 定 にか か わら ず 、 研 究 科委 員 会が 審 査 の た め必 要 と認 め た と き は、 審 査

委 員に 、 本 学 の 学部 若 しく は 他 の 研 究科 の 教員 又 は 他 の 大学 院 の教 員 若 し く はこ れ

に 準ず る 者 を も って 充 てる こ と が で きる 。 ただ し 、 こ の 場合 に おい て 、 審 査 委員 の

２ 人以 上 は 当 該 研究 科 の教 員 で な け れば な らな い 。  

３  審 査 委 員 会 に主 査 １人 を 置 く 。  

（ 学位 審 査 委 員 会の 審 査方 法 ）  

第 １ ３ 条  学 位 審査 委 員会 に お け る 審査 は 、学 位 論 文 の 審査 及 び試 験 に よ り 行う も の

と する 。  

２  学 位 審 査 委 員会 は 、前 項 の 審 査 のた め 必要 と 認 め る とき は 参考 論 文 そ の 他の 審 査

資 料を 提 出 さ せ るこ と がで き る 。  

３  学 位 審 査 に 当た っ ては 、 学 位 の 信頼 性 の確 保 に 充 分 留意 し 適切 か つ 厳 格 な審 査 に

努 める と と も に 、審 査 の過 程 で 社 会 的ま た は倫 理 的 な 問 題が 生 じた 場 合 は 速 やか に

学 長に 申 し 出 る もの と する 。  
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（ 審査 委 員 会 等 の審 査 期間 ）  

第 １ ４ 条  修 士 又は 博 士の 学 位 授 与 の審 査 は、 当 該 申 請 者の 課 程修 了 予 定 学 期末 の １

か 月前 ま で に 終 了す る もの と す る 。  

２  論 文 博 士 の 学位 授 与の 審 査 は 、 学位 授 与申 請 受 理 後 １年 以 内に 終 了 す る もの と す

る 。た だ し 、 特 別の 事 情が あ る と き は、 研 究科 委 員 会 の 議を 経 て審 査 期 間 を １年 以

内 に限 り 延 長 す るこ と がで き る 。  

（ 試験 ）  

第 １ ５ 条  修 士 の学 位 授与 の 審 査 に 係る 試 験は 、 筆 記 又 は口 述 で行 い 、 学 位 論文 の 内

容 を中 心 と し て 学識 及 び高 度 の 専 門 性を 要 する 職 業 等 に 適応 で きる 能 力 に つ いて 審

査 する も の と す る。   

２  博 士 の 学 位 授与 の 審査 に 係 る 試 験は 、 筆記 又 は 口 述 で行 い 、学 位 論 文 の 内容 及 び

こ れに 関 連 あ る 専門 分 野の 学 識 並 び に研 究 者と し て 自 立 して 研 究活 動 を 行 う に必 要

な 高度 の 能 力 又 は高 度 で専 門 的 な 職 務に 従 事す る に 必 要 な高 度 の能 力 に つ い て審 査

す るも の と す る 。  

３  博 士 の 学 位 授与 に 当た っ て は 、 公開 に よる 論 文 発 表 会を 行 うも の と す る 。  

（ 学力 審 査 ）  

第 １ ６ 条  論 文 博士 の 学位 授 与 の 審 査に つ いて は 、 第 １ ３条 の 審査 に 先 立 ち 、専 攻 学

術 に関 し て 博 士 課程 を 修了 し た 者 と 同等 以 上の 学 力 を 有 する こ とを 確 認 す る ため の

学 力審 査 を 行 う もの と する 。 た だ し 、研 究 科委 員 会 が 認 める と きは 、 学 力 審 査の 全

部 又は 一 部 を 免 除す る こと が で き る 。  

２  前 項 の 学 力 審査 に つい て は 、 学 力審 査 委員 会 を 設 け るこ と がで き る 。  

３  学 力 審 査 の 方法 及 び学 力 審 査 委 員会 の 構成 に つ い て は、 研 究科 で 定 め る 。  

（ 審査 結 果 報 告 ）  

第 １ ７ 条  学 位 審査 委 員会 は 、 学 位 論文 の 審査 及 び 試 験 が終 了 した と き は 、 学位 論 文

の 審査 結 果 の 要 旨及 び 試験 の 結 果 に よる 学 位授 与 の 適 否 につ い ての 意 見 を 付 して 、

研 究科 委 員 会 に 報告 し なけ れ ば な ら ない 。  

（ 研究 科 委 員 会 の審 議 の報 告 ）  

第 １ ８ 条  研 究 科委 員 会は 、 前 条 の 報告 に 基づ き 、 当 該 申請 者 に係 る 修 士 又 は博 士 の

学 位の 授 与 に つ いて 審 議し 、 そ の 可 否を 決 定す る 。  

２  研 究 科 長 は 、前項 に よる 審 議 結 果 につ い て学 長 に 文 書 で上 申 しな け れ ば な らな い 。 
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（ 学位 授 与 の 決 定）  

第 １ ９ 条  学 長 は、 前 条第 ２ 項 の 上 申に 基 づき 、 博 士 前 期課 程 又は 修 士 課 程 を修 了 し

た と認 定 さ れ た 者に 対 して は 、 修 士 の学 位 を、 博 士 後 期 課程 を 修了 し た と 認 定さ れ

た 者又 は 論 文 博 士の 学 位授 与 を 可 と する も のと 決 定 し た 者に 対 して は 、 博 士 の学 位

を 授与 す る 。  

 

第 ４ 章  雑 則  

（ 学位 論 文 要 旨 等の 公 表）  

第 ２ ０ 条  本 学 は、 博 士の 学 位 を 授 与し た とき は 、 学 位 授与 の 日か ら ３ 月 以 内に 、 当

該 博士 の 学 位 の 授与 に 係る 論 文 の 内 容の 要 旨及 び 論 文 審 査の 結 果の 要 旨 を 、 本学 リ

ポ ジト リ に よ り 公表 す るも の と す る 。  

（ 学位 論 文 の 公 表）  

第 ２ １ 条  博 士 の学 位 を授 与 さ れ た 者は 、 授与 さ れ た 日 から １ 年以 内 に 、 当 該学 位 の

授 与に 係 る 論 文 の全 文 を公 表 し な け れば な らな い 。 た だ し、 学 位を 授 与 さ れ る前 に

当 該学 位 論 文 を 公表 し た場 合 は 、 こ の限 り では な い 。  

２  前 項 の 規 定 にか か わら ず 、 博 士 の学 位 を授 与 さ れ た 者は 、 やむ を 得 な い 事由 が あ

る 場合 に は 、 研 究科 の 承認 を 得 て 、 当該 学 位の 授 与 に 係 る論 文 の全 文 に 代 え その 内

容 の要 約 を 公 表 する こ とが で き る 。 この 場 合に お い て 、 研究 科 は、 学 位 論 文 の全 文

に つい て 求 め が ある と きは 、 こ れ を 閲覧 に 供す る も の と する 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に よ り学 位 論 文 又 はそ の 内容 の 要 約 を 公表 す ると き は 、 愛 知淑 徳 大

学 審査 学 位 論 文 であ る 旨を 明 記 し な けれ ば なら な い 。  

４  博 士 の 学 位 を授 与 され た 者 が 行 う１ 項 及び ２ 項 の 規 定に よ る公 表 は 、 本 学の 学 位

を 授与 し た 研 究 科の 協 力を 得 て 、 本 学リ ポ ジト リ に よ り 行う も のと す る 。  

（ 学位 授 与 の 取 り消 し ）  

第 ２ ２ 条  学 位 を授 与 され た 者 が 、 不正 の 方法 に よ り 学 位を 受 けた 事 実 が 判 明し た と

き 又は そ の 名 誉 を汚 す 行為 が あ っ た とき は 、学 長 は 、 学 士の 学 位に つ い て は 当該 教

授 会の 議 を 経 て 、修 士 及び 博 士 の 学 位に つ いて は 当 該 研 究科 委 員会 の 議 を 経 て、 そ

の 授与 し た 学 位 を取 り 消し 、 学 位 記 を返 還 させ 、 か つ 、 その 旨 を公 表 す る も のと す

る 。  

（ 補則 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 規程 に 定め る も の の ほか 、 修士 又 は 博 士 の学 位 審査 に 必 要 な 事項 は 、
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研 究科 に お い て 定め る こと が で き る 。  

（ 改廃 ）  

第 ２ ４ 条  こ の 規程 の 改廃 は 、 大 学 協議 会 の議 を 経 て 学 長が 定 める 。 こ の 場 合に お い

て 、修 士 又 は 博 士の 学 位に 係 る 事 項 につ い ては 、 予 め 大 学院 委 員会 の 意 見 を 聞く も

の とす る 。  

 

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 １５ 年 １ ２ 月 １日 か ら施 行 す る 。 ただ し 、第 ４ 条 第 １ 項の

表 中ビ ジ ネ ス 学 部及 び 医療 福 祉 学 部 に関 す る部 分 並 び に 同条 第 ２項 の 表 中 文 化

創 造研 究 科 に 関 する 部 分は 、 平 成 １ ６年 ４ 月１ 日 か ら 適 用す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 に、 現 に コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン 研 究 科人 間 コミ ュ ニ ケ ー ショ

ン 専攻 に 在 籍 す る者 の 課程 修 了 に よ り授 与 する 学 位 に 付 記す る 専攻 分 野 の 名 称

に つい て は 、 従 前の 例 によ る 。  

（ 愛知 淑 徳 大 学 学位 規 程の 廃 止 ）  

３  愛 知 淑 徳 大 学学 位 規程 （ 平 成 元 年４ 月 １日 施 行 ） は 、廃 止 する 。   

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 １８ 年 １ 月 １ 日か ら 施行 す る 。 た だし 、 第４ 条 第 ２ 項 の表

の 改正 規 定 中 、 医療 福 祉研 究 科 の 項 につ い ては 、 平 成 １ ８年 ４ 月１ 日 か ら 施 行

す る。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 に、 現 に コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン 研 究 科異 文 化コ ミ ュ ニ ケ ーシ

ョ ン専 攻 に 在 籍 する 学 生の 所 属 に つ いて は 、改 正 後 の 第 ４条 第 ２項 の 表 に か か

わ らず 、 な お 、 従前 の 例に よ る 。  

附  則  

こ の規 程 は 平 成 １９ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２０ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  



第２編 大学  (愛知淑徳大学学位規程) 

 

 

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 、現 に 文 学 研 究科 国 文学 専 攻 、 同 研究 科 英文 学 専 攻 、 同研

究 科図 書 館 情 報 学専 攻 、コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン研 究 科 心 理 学専 攻 、同 研 究 科 言 語

コ ミュ ニ ケ ー シ ョン 専 攻及 び 文 化 創 造研 究 科国 際 交 流 専 攻に 在 籍す る 学 生 の 課

程 修了 に よ り 授 与す る 学位 に 付 記 す る専 攻 分野 の 名 称 並 びに 所 属に つ い て は 、

改 定後 の 第 ４ 条 第２ 項 の表 に か か わ らず 、 なお 、 従 前 の 例に よ る。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

こ の規 程 は 、 平 成２ ０ 年６ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２１ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ８条 第 ２項 は 平 成 ２ １年 度 に研 究 科 に 入 学す る 者か ら 適 用 し 、平

成 ２０ 年 度 ま で に入 学 した 者 に つ い ては な お従 前 の 例 に よる 。  

３  前 項 、 前 段 の規 程 に関 わ ら ず 、 医療 福 祉研 究 科 は 平 成２ ０ 年度 の 入 学 生 から

適 用す る 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２２ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 、現 に 現 代 社 会学 部 、コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン学 部 、 文 化 創造

学 部、 医 療 福 祉 学部 に 在籍 す る 学 生 に授 与 する 学 位 に 付 記す る 専攻 分 野 の 名 称

並 びに 所 属 に つ いて は 、改 定 後 の 第 ４条 第 １項 の 表 に か かわ ら ず、 な お 、 従 前

の 例に よ る 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

こ の規 程 は 、 平 成２ ３ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

こ の規 程 は 、 平 成２ ４ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  
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附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２５ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 、現に 文 学 研 究 科文 学 専攻 、現 代 社 会 研究 科 現代 社 会 専 攻 、

文 化創 造 研 究 科 創造 表 現専 攻 、 心 理 学研 究 科心 理 学 専 攻 、医 療 福祉 研 究 科 ソ ー

シ ャル サ ー ビ ス 専攻 お よび 同 研 究 科 コミ ュ ニケ ー シ ョ ン 障害 学 専攻 に 在 籍 す る

学 生に 授 与 す る 学位 に 付記 す る 専 攻 分野 の 名称 並 び に 所 属に つ いて は 、 改 定 後

の 第４ 条 第 ２ 項 の表 に かか わ ら ず 、 なお 、 従前 の 例 に よ る。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２７ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 、現 に 本 学 大 学院 博 士後 期 課 程 に 在籍 す る学 生 へ の 第 ８条

適 用に つ い て は 、な お 従前 の 例 に よ る。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、平 成 ２８ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 施 行の 際 、現 に メ デ ィ アプ ロ デュ ー ス 学 部 に在 籍 する 学 生 に 授 与す

る 学位 に 付 記 す る専 攻 分野 の 名 称 並 びに 所 属に つ い て は 、改 定 後の 第 ４ 条 第 １

項 の表 に か か わ らず 、 なお 、 従 前 の 例に よ る。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

こ の規 程 は 、 平 成３ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の規 程 は 、 令 和６ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  
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別 記 様 式 第 １  (学士の 学位 記 ) 

第   号 

学  位  記 

 大学印 
氏  名 

生年月日 

本学○○学部○○学科（○○）※１所定の課程

を修めて本学を卒業したことを認め学士(○○)

の学位を授与する 

  年  月  日 

愛知淑徳大学長 

 

 
学長印 

 

 

※ １の（  ）内 に は、学 部・学 科 以 外 の専 攻 名や プ ロ グ ラ ム名 等 を記 述 す る 場 合に 使 用

す る。  

(注 )学 位 記 規 格 は、 い ずれ も 日 本 工 業規 格 Ａ４ 縦 型 と す る。 以 下同 じ 。  

 

別 記 様 式 第 ２  (修士の 学位 記 ) 

第   号 

学  位  記 

 大学印 
氏  名 

生年月日 

 

本学大学院○○研究科○○専攻 
修士 

博士前期 

課程 

課程 を修了したので修士（○○）の学位を 

授与する 

 

  年  月  日 

 

愛知淑徳大学長 

 

 

学長印 
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別 記 様 式 第 ３  (課程博 士の 学 位 記 ) 

               甲第   号 

学  位  記 

 大学印 
氏  名 

生年月日 

本学大学院○○研究科○○専攻博士課程を修了

したので博士(○○)の学位を授与する 

  年  月  日 

 

 

愛知淑徳大学長 

 

 

学長印 

 

 

 

別 記 様 式 第 ４  (論文博 士の 学 位 記 ) 

乙第   号 

学  位  記 

 大学印 
氏  名 

生年月日 

本学大学院に学位論文を提出し○○研究科にお

いて所定の審査及び試験に合格したので博士(○

○)の学位を授与する 

  年  月  日 

 

 

愛知淑徳大学長 

 

 

学長印 
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別 記 様 式 第 ５  (課程博 士 ) 

 

  年  月  日 

 

 

愛 知 淑 徳 大 学 

学 長  島 田 修 三 殿 

 

 

研究科      専攻 

氏 名            ○印 

 

 

 

学位授与申請書 
 

 

 

愛知淑徳大学学位規程第８条第１項の規定により、 

 

博士（   ）の学位の授与を申請します。 

 
 

論 文 題 目   

参考論文題目  

 

（注）  １. 別途各研究科が定める書類を必要部数添付すること 

２．「参考論文」がある場合のみ、参考論文題目欄に記入すること 
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別 記 様 式 第 ６  (論文博 士 ) 

 

                         年  月  日 

 

 

愛 知 淑 徳 大 学 

学 長 島 田 修 三 殿 

  

 
住  所  

 

氏  名            ○印 

 

生年月日    年  月  日 生 

 

 
 

学位授与申請書 
 

 

愛知淑徳大学学位規程第９条第１項の規定により、 

学位審査料を添え、博士（    ）の学位の授与を 

申請します。 

 

論 文 題 目  

指 定 研 究 科  

参考論文題目  

 

（注）１. 別途各指定研究科が定める書類を必要部数添付すること 

２．「参考論文」がある場合のみ、参考論文題目欄に記入すること 

 

 

学 位審 査 料 領 収 欄  

領 収日  年   月   日  

領 収印   

 


